
委員会提出議案第４号  

 

義務教育費国庫負担制度の充実を求める意見書の提出について  

 

 上記の議案を、亀山市議会会議規則第１３条第２項の規定により、別紙のとお

り提出します。  

 

平成３０年９月２６日提出  

               提 出 者  

                教育民生委員会委員長 尾 崎 邦 洋  

 

 

亀山市議会議長  西 川 憲 行 様  

 

 

 

別 紙  

 義務教育費国庫負担制度の充実を求める意見書  

 

 



義務教育費国庫負担制度の充実を求める意見書 

 

義務教育費国庫負担制度は、憲法の要請にもとづく義務教育の根幹である 

「無償制」、「教育の機会均等」を保障し、「教育水準の維持向上」を図るた

め、国が責任をもって必要な財源を措置するとの趣旨で確立された制度です。  

義務教育の成否は、教職員の確保、適正配置、資質向上及び教育環境整備等諸

条件の水準保障に負うところが大きく、そのために必要な財源を安定的に確保

することが不可欠です。平成２９年４月の義務教育費国庫負担法の一部改正・

施行においても、学齢を経過した者に対する夜間等に設定する教育課程の実施

のために配置される教職員が対象に加わるなど、制度の充実が図られてきてい

ます。  

しかし、１９８５年に国庫負担の対象外となった教材費等は、一般財源とし

ての措置のままであり、このことは、教育環境整備に係る様々な面で都道府県

間での大きな格差を生じさせている一つの要因になっていると考えられます。

学校図書館の蔵書数の標準を満たしている公立小中学校の割合や、教育用コン

ピュータ機器端末の整備状況における都道府県格差は、文部科学省の諸調査に

おいても明らかとなっており、三重県内においても地域間格差が見られます。

とりわけ、教育用コンピュータ機器端末の整備については、早急かつ一定の水

準を等しく担保しながら進められるべきであり、先般の学習指導要領等改訂に

おいて、小学校英語やプログラミング教育等が導入されていく中、まさに教育

行政全体としての急務かつ国としての責務と考えられます。しかしながら、そ

の全国水準の現状は、教育基本法により定められている「第２期教育振興基本

計画（２０１３）」に掲げた目標値にも及んでいません。そのような中、新た

に示された「教育のＩＣＴ化に向けた環境整備５か年計画（２０１８～２０２

２）」では、より高い水準の目標値が掲げられましたが、引き続き一般財源に

よる地方財政措置となっています。  

これまでの教育環境整備に係る様々な整備計画の進捗とその結果を見るに当

たり、義務教育の水準が安定的に確保されるためには、一般財源ではなく、国



庫負担金による財源確保の対象の拡大、さらにはその増額が極めて重要と考え

るところです。  

未来を担う子どもたちの「豊かな学び」を保障することは、社会の基盤づく

りにとって極めて重要なことです。義務教育については、国が責任を果たすと

の理念にたち、教育に地域間格差が生じないよう、必要な財源を確保する義務

教育費国庫負担制度の存続はもとより制度の更なる充実が求められます。  

よって、政府におかれては、下記の事項を実現されますよう強く要望いたし

ます。  

 

記  

 

１．義務教育の根幹である「無償制」、「教育の機会均等」を保障し、「教育

水準の維持向上」を図るため、国の責務として必要な財源が確保されるよ

う、義務教育費国庫負担制度の更なる充実を図ること。  

 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。  

 

平成３０年９月２６日  

                三重県亀山市議会議長 西 川 憲 行  

 

内閣総理大臣 安 倍 晋 三  様 

総 務 大 臣 野 田 聖 子  様 

財 務 大 臣 麻 生 太 郎  様 

文部科学大臣 林   芳 正  様 

衆 議 院 議 長 大 島 理 森  様 

参 議 院 議 長 伊 達 忠 一  様 
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